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(原本・写しの別)

甲A84詳解情報公開法写し
(抜粋)

2001(平成13) 総務省行情報公開法の制定時、総務省が立法趣旨等を解説

年2月28日
(初版)

政管理局 した書籍のうち、

(編) ・表紙・はしがき・奥付

・「情報公開法制の確立に関する意見」(437頁)

・「情報公開法要綱案」(440頁)

・「情報公開要綱案の考え方」(456頁)

情報公開法においては「原則開示の基本的枠組」

が定められていること、個人情報の本人開示の問

題は、基本的には個人情報の保護に関する制度の

中で解決すべき問題である」として、行政機関個

人情報保護法に委ねられたこと等。
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